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称号：不明

役職：不明

生年月日：1966年10月６日

出生地：Safi, Morocco

国籍：モロッコ

旅券番号：モロッコ旅券 Ｆ46947

ＩＤ番号：モロッコ国民ＩＤカード

Ｈ135467

住所：7th Street, Number 7, Hay

Anas Safi, Morocco

国連制裁委員会による指定日：2002年

９月３日（2007年６月７日、2010年12

月23日及び2019年12月６日に改訂）

その他の情報：母 の 名 前 は Feue

Hlima Bent Barka、父の名前は

Abderrahmane Mohammed Ben

Azzouz。2004年２月26日にイタリア

からモロッコに追放された。国連安全

保障理事会決議第1822号（2008年）に

基づく見直しは2010年６月21日に終了

した。国連安全保障理事会決議第2368

号（2017年）に基づく見直しは2019年

12月４日に終了した。同人に対するイ

ンターポール（国際刑事警察機構）・

国連安全保障理事会特別手配書のウェ

ブ・リンク： https://www.interpol.

int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Individuals

14．～35． ［略］ 14．～35． ［同左］

備 考 表 中 の ﹇ ﹈ の 記 載 は 注 記 で あ る 。
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